
「山形県農林水産業振興計画」改定に向けて
～「食料・農業・農村基本法」の見直しを踏まえ～

令和５年度 第１回

山形県農業・農村政策審議会

令和６年２月１６日
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今後の検討の進め方（案）

時期 内容

令和６年 ２月（今回） 現状・課題（食料・農業・農村基本法改正の背景）の共有

地域意見交換会の開催（４地域）

令和６年10月 「山形県農林水産業振興計画」 骨子案の協議
※令和６年10月:総合政策審議会において実施計画の提言

令和７年 ２月 「山形県農林水産業振興計画」 改定案の協議
※令和７年２月:総合政策審議会において実施計画の諮問・答申

令和７年 ３月 「山形県農林水産業振興計画」 改定



１．農林水産業・農山漁村を持続的に発展させる基盤の強化

 農業トップランナー育成・発展、農業の担い手育成・確保支援

 スマート農業普及加速

 水田農業の低コスト化に向けた基盤整備促進

 農業経営セーフティネット強化
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これまでの主な取組み

２．消費者ニーズに応える競争力の高い産地づくり

 持続可能な農業生産推進

 次世代人材の定着に向けた園芸団地形成推進

 やまがたの和牛増頭・評価向上

３．食産業全体での付加価値最大化

 県産米ブランド化推進プロジェクト

 山形さくらんぼ世界一ブランド強化

 山形えだまめ日本一産地化

 ６次産業化推進基盤強化

 「おいしい山形」推進

 県産農産物等輸出拡大

４．農林水産業が担う美しく活力ある農山漁村づくり

 中山間・棚田地域持続的農地保全・振興

 災害等に強い農業・農村づくり

５．農林水産業・農山漁村を支える県民等の参加促進

 元気な農村（むら）づくり総合支援

 地域で支える畜産生産基盤強化

山形県農林水産業振興計画

取組期間 平成29年度～令和８年度
基本理念 「高い競争力によって力強く発展し、地域に活力

と誇りを与える農林水産業の実現」
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食料・農業・農村基本法の見直し

１．食料関係
① 国内市場の縮小と海外市場の拡大

２．農業関係
① 基幹的農業従事者の急減、経営規模の拡大、法人シェアの拡大
② 農業雇用の拡大、人材獲得競争の激化
③ 生産性の停滞、生産性を飛躍的に向上し得るスマート農業等の実用化
④ 生産基盤の老朽化、管理の高度化
⑤ 食料の需給構造の動向
⑥ 知的財産の保護・活用の必要性やその認識の高まり
⑦ 気候変動、家畜疾病・植物病害虫リスクの増加、災害の頻発化・激甚化
⑧ 生産資材価格の高騰

３．農村関係
① 農村の人口減少の加速化
② 農地の保全・管理のレベル低下の懸念
③ 集落の共同活動、末端の農業インフラの保全管理の困難化
④ 中山間地域等における集落存続の困難化
⑤ 鳥獣被害

検証部会での検討事項のうち、
今回意見交換を行う主な論点

食料・農業・農村政策審議会

 令和４年9月、農林水産省からの

「食料・農業・農村基本法」見直し

に係る諮問を受けて「基本法検証

部会」を設置。

 検証部会において、現行法制定後

20年間の社会情勢変化等を踏ま

え、今後20年に向けた課題等を検

討。

 検討結果について取りまとめ、令和

５年９月に農林水産省に答申。
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＜食料①＞国内市場の縮小と海外市場の拡大

 人口減少と高齢化が大きく進展した結果、食
品の総需要が減少。

 特に、生鮮品の市場は急速に縮小していくと
の予測。

 アジアを中心に世界の食市場は急速に拡大。
経済成⾧著しい新興国の国民所得が増大
する中で、我が国の農産物や食品へのニーズ
が高まる。

 農林水産物・食品の輸出額は、この20年間
で大きく増加。他方、生産額に占める輸出額
の割合は欧米の諸外国と比べて未だに低位。

 国内需要に応じた生産を行うことに加え、成
⾧する海外市場も視野に入れた農業・食品
産業への転換が必要。

国内外のマーケットの変化

県産農産物の輸出実績
農林水産物・食品の輸出額（全国）
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＜農業①＞基幹的農業従事者の急減、経営規模の拡大、法人シェアの拡大

 基幹的農業従事者については、約20年間で半減。

 また、今後20年で基幹的農業従事者が大幅に減少するこ
とが確実。

 既に多くの品目で主業経営体及び法人その他団体経営
体が農業生産の相当部分を担う構造が実現。

 農地の受け皿となる経営体に農地が集積していく傾向。

 今後、離農する経営の農地の受け皿となる経営体や、規
模の大小に関わらず付加価値向上を目指す経営体が、食
料供給の太宗を担うものと想定。

 今後、農業法人が増加する中で、雇用労働力の確保が事
業継続の観点からも重要。

基幹的農業従事者数
（全国）
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＜農業③＞生産性の停滞、生産性を飛躍的に向上し得るスマート農業等の実用化

 農業者の減少・高齢化が進み、限られた農地で食料を安定的に供給し
ていくためには、土地生産性や労働生産性を飛躍的に向上させていくこと
が必要。

 近年、IＴやロボット、デジタル技術等を用いた、農業機械の自動運転や
遠隔操作等による省力化、高度な環境制御による品質の安定・向上、
経営管理の高度化等を可能とするスマート農業技術が実用段階入り。

 スマート農業は、現時点では総じて設備の導入や維持管理に係るコスト
が高く、操作にも一定の技能を要する場合があることなどが課題。

 スマート農業技術を活用した次世代型の農業支援サービスを提供する事
業体が出現。
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＜農業④＞生産基盤の老朽化、管理の高度化

 農地や農業用用排水施設等の農業生産基
盤は、今後も効率的な整備と適切な維持管
理が不可欠。

 施設操作等に係る人員や、土地改良区の
賦課金収入の確保が困難に。

本県の基幹水利施設の状況
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＜農業⑤＞食料の需給構造の動向

需要量（国内消費仕向量）

 食生活の変化に伴い、1960年代以降、消費者の食
料需要は大きく変化。

 2000年以降、米の消費は引き続き大きく減少しており、
この20年間の傾向そのものは大きな変化なし。

 生鮮食品の消費は減少する一方、加工食品の消費
は増大。

 ニーズが減少する水稲中心の生産体制が維持され、
増産が求められる小麦や大豆、加工・業務用野菜、
飼料作物等の需要ある作物への転換が十分に進んで
いないことから、品目ごとに需要に応じた生産を政策とし
て推進していく必要あり。

食料消費構造と食料自給率の変化
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＜農業⑥＞知的財産の保護・活用の必要性やその認識の高まり

 これまで我が国の農業界では、農業分野におけ
る知的財産としての価値に対する認識や、保
護・活用に関する知識が十分ではなく、無断流
出につながる事例あり。

 今後、海外市場も視野に入れた農業への転換
を目指していく中で、我が国農業の強みの源泉
となっている知的財産を適切に保護・活用する
ことは、農業競争力の維持・強化のみならず、
継続的な研究開発を行っていくうえでも極めて
重要な課題。
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＜農業⑦＞気候変動、家畜疾病・植物病害虫リスクの増加、災害の頻発化・激甚化

 高温によって、農業分野では既に品質低下や栽培適
地の変化等の影響あり。

 災害が頻発化・激甚化する傾向にあり、農作物や農
地・農業用施設等に甚大な被害。

 家畜の伝染性疾病を媒介する野生生物の分布域が
拡大。

 農作物の病害虫の発生地域の拡大等、疾病・病害
虫の侵入・まん延リスクが拡大。
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＜農業⑧＞生産資材価格の高騰

 世界的な穀物需要の増加や豊凶変動等を背景に、化学肥
料原料や飼料穀物等の生産資材価格が不安定化。

 輸入に依存する生産資材の国産化や輸入の安定化に関す
る施策は重要。

 使用低減の努力に加え、国内資源の有効活用や備蓄の活
用を効率的に進めていくことが必要。

肥料原料の輸入価格の動向

配合飼料工場渡価格の推移

肥料原料の輸入状況（輸入量、輸入金額、輸入先国）
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＜農村①＞農村の人口減少の加速化

 現行基本法策定後の約20年の間で、
日本は世界の主要国に先駆けて人口
減少社会に突入。

 出生数の低下と高齢人口の増加は、
特に農村で進行しており、将来的には、
自然減による人口減少が加速化する
との予想。

 これまでは、農村から都市への人口流
出による社会減を主としていたが、過
疎地域では2009年以降、社会減よ
り自然減が大きい。

 農村でも人口減少が特に著しい地域
の多くでは、集落の存続が危惧。

 一定の農村人口の維持のためには、
農山漁村発イノベーションの推進、ス
タートアップの支援等を図るとともに、農
村に人が住み続けるための条件整備
等が必要。

 都市から農村への移住、都市と農村
の二地域居住を推進。

農村人口の推移:県内

過疎地域における人口減（社会減と自然減）の推移:全国



 相続未登記による所有者不明農地
等も含め、営農が継続されない農地
の増加が懸念。

 こうした農地は、地域の農地の効率
的な利用や適切な保全の妨げになる
ほか、耕作放棄された場合には、周
辺の農業者の営農に支障。

 離農する経営の農地の受け皿となる
経営体や付加価値向上を目指す経
営体の役割が重要。

 地域の話合いによって、事前に農地
の集積・集約、農地・農業用水等の
効率的な利用の調整、地域の作付
品目の検討等を推進することが重要。

 適切な農地の保全管理を行い、農
村地域のレジリエンスを高めつつ、円
滑な継承に繋げていくことが重要。
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＜農村②＞農地の保全・管理のレベル低下の懸念

１号遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
２号遊休農地 農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる地域
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＜農村③＞集落の共同活動、末端の農業インフラの保全管理の困難化

 農村の人口減少に伴い、集落
内の戸数・人口が減少、集落の
小規模化が進展。

 人口減少・高齢化が農村を中
心に進行する状況において、地
域の農業の持続性を確保するた
め、伝統的な地域コミュニティによ
る共同活動を可能な範囲で継
続していくことが重要。

 従来の地域コミュニティによる共
同活動が困難となる地域では、
多様な形で農に関わる者を確保
することも必要。

 各地域において管理の在り方を
明確にしつつ、農業インフラの保
全管理コストの低減を図るなどし
て機能維持が必要。

小規模集落、高齢化集落の農地面積:全国

総戸数が９戸以下の農業集落の割合:全国
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＜農村④＞中山間地域等における集落存続の困難化

 中山間地域は、耕地面積、農家数、
農業総産出額について全国の約４割
を占め、我が国農業・農村の中で重要
だが、人口減少・高齢化が平地地域
に先駆けて顕著に進行。

 山間農業地域では人口減少・高齢化
のさらなる進展、集落の小規模化も進
行するとの予測。

 中山間等直接支払制度の対象となる
活動（耕作放棄地の発生防止、水
路・農道等の適切な維持管理等）の
継続が困難。

 中山間地域への条件不利補正等の
直接支払を、効率化等を図りつつ、引
き続き推進することが必要。

 集落機能の失われた中山間地域等に
おける農業生産の継続のための方策
検討が必要。

地域類型別の人口構成の推移:全国

集落人口の高齢化率（65歳以上人口比率）別集落数の構成割合:全国

資料：農林水産政策研究所：「人口減少下における集落の小規模化・高齢化と集落機能」（2014）

資料：農林水産政策研究所における国勢調査の組替集計のデータを基に
農林水産省農村計画課にて作成。なお、2040年はコーホート分析による推計値。
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＜農村⑤＞鳥獣被害

 鳥獣被害は直接的な農作物被害のほか、営農意欲の減退や生活環境の悪化
等、農村における深刻な課題（現行基本法規定なし）

 推定個体数が急速に増加したシカやイノシシの捕獲を推進した結果、2014年以
降は減少し、鳥獣による農作物被害額は2013年以降、減少傾向で推移

 しかし、鳥獣被害は耕作放棄や離農につながることもあり、被害額以上に農業・
農村に深刻な影響

 農村人口が中山間地域を中心に大きく減少する中で、鳥獣被害対策を誰がどの
ように実施していくかが大きな課題

ニホンジカ生息分布図



１．食料に関する基本的施策

① 国内需要に応じた生産の実施

② 成⾧する海外需要も視野に入れた農業・食産業への転換
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農業施策見直しの方向性（検証部会答申から抜粋）

① 人口減少を踏まえた移住促進・農村におけるビジネスの創出、都市と農村の交流 、農的関係人口の増加

② 離農する経営の農地の受け皿となる経営体や付加価値向上を目指す経営体への農地集積・集約化の推進

③ 多様な人材の活用による農地の適正な保全・管理

④ 中山間地域における農業の継続

⑤ 鳥獣被害の防止

２．農業に関する基本的施策

① 離農する経営の農地の受け皿となる経営体の育成・確保

② 雇用労働力の確保

③ スマート農業を始めとした生産性向上のために必要な技術等の普及

④ 農業生産基盤の維持管理の効率化

⑤ 国内需要に応じた生産の実施

⑥ 知的財産の保護・活用の推進

⑦ 災害や気候変動への対応・動植物防疫対策の強化

⑧ 生産資材の価格安定化に向けた国産化の推進等

３．農村に関する基本的施策


